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★過誤申立書入力マニュアル 

 

①大阪市行政オンラインシステム掲載ページ 

【大阪市 HP トップ】⇒【スクロールで画面下へ移動】⇒【大阪市行政オンラインシステ

ム（外部サイトへのリンク）を押下】 

 

 
  

 

②大阪市行政オンラインシステムトップページ 

 ・利用者ＩＤ（メールアドレス）とパスワードを入力し、ログイン。 

  ログインすると、右上に事業者名が表示されます。 

 

ここをクリック

o

Kurikku  

ko 

事業者向けをクリック 
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③過誤申立申請の掲載ページ 

 

 

 

 

   

①「過誤申立」を検索 

②ここをクリック 

※必ず「障がい福祉

サービス介護給付

費等」を選択してく

ださい 

③ここをクリック 
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この事業所番号を正しく入

力しないと申立事由コード

（様式 10）と受給者番号の

入力フォームがでてこない 
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ここをクリック 
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ここをクリック 

ここをクリックすると次ペー

ジの PDF の書式がダウンロー

ドできます（事業所で保管） 
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★申請内容に誤りが判明した場合の対応について 

 

① 申請を取り下げる 

   行政オンラインシステムのマイページ⇒申請履歴・委任状の確認⇒申請履歴一覧・検

索から、該当の申込番号を押下、下の方へスクロールを行い、 

この申請を取下げるを押下すると、取下げ処理が完了します。 

（※該当の申込番号で申請した全件が取下げ処理となりますのご注意ください） 
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② 申請内容を修正する 

   修正の方法としては、新規申請（最初からもう一度入力）を行うか、取下げたデータ

を利用して修正を行うことになります。 

 

 ・新規申請 

 上記、２ページに記載しております、申請できる手続き一覧から検索を行い、 

 申請手続きを行います。 

 

 ・取下げたデータを利用して申請 

取下げを行った申込番号を押下、下の方へスクロールを行い、 

申請内容を使用して新しく申請するを押下します。 

元の入力フォームが出力されるので、誤っていた箇所を修正し、申請を行います。 

 

 

 

※ご不明な点等がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 

  

問い合わせ先 

   大阪市福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 請求担当 

   TEL:06-6208-7919・8073・8079 

  


